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株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
等
の
金
融
所
得
に
係
る
分
離
課
税
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
等
の
金
融
所
得
に
係
る
分
離
課
税
の
税
率
は
、
現
在
、
国
税
、
地
方
税
合
わ
せ
て
二
十
％
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
比
較
す
べ
き
Ｇ
二
〇
各
国
の
税
率
を
問
う
。
分
離
課
税
で
は
な
く
総
合
課
税
と
し
て
い
る
国
の
場
合
は
、
そ
の

税
率
を
問
う
。 

二 

二
〇
一
四
年
か
ら
、
こ
の
税
率
は
十
％
か
ら
二
十
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
、
株
式
取
引
等
に
有
意
な
直
接

的
な
影
響
は
あ
っ
た
か
。
あ
っ
た
と
す
る
場
合
は
、
具
体
的
な
指
標
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

十
％
時
の
税
収
と
二
十
％
時
の
税
収
に
つ
き
、
十
％
時
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
一
年
か
ら
二
十
五
年
の
五
年
間
、
二
十
％

時
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
六
年
か
ら
三
十
年
の
五
年
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。 

四 

現
行
二
十
％
の
税
率
を
、
二
十
五
％
、
三
十
％
に
上
げ
た
場
合
の
税
収
見
込
み
が
ど
う
な
る
か
示
さ
れ
た
い
。 

五 

株
式
取
引
の
水
準
等
が
二
十
％
の
税
率
導
入
時
（
平
成
二
十
六
年
）
と
す
べ
て
不
変
と
仮
定
し
て
、
単
純
計
算
し
て
、
税

率
を
二
十
五
％
、
三
十
％
と
し
た
場
合
の
そ
の
年
の
税
収
は
い
く
ら
に
な
る
か
。 

六 

株
式
の
配
当
や
譲
渡
益
等
の
金
融
所
得
を
、
分
離
課
税
で
は
な
く
、
総
合
課
税
と
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
問
題
点
が
あ
る
の

か
。
政
府
と
し
て
、
今
後
、
総
合
課
税
と
し
て
い
く
考
え
は
あ
る
か
。 
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右
質
問
す
る
。 


